
地域と共に成長し、豊かな生活を・・・

営業日／月曜～金曜（土曜・日曜・祝 休み）  午前9時～午後17時30分
担当／管理者・介護支援専門員  松川 奈津子　

☎011-789-8500  FAX 011-789-8501

～介護保険サービスの流れ～

� 相 談

� 申 請

� 認定調査

� 審査・判定

� 認 定

居宅介護支援事業所

パワフルひまわり 

居宅介護支援事業所 パワフルひまわり 

　在宅生活の中で皆様がどのような事でお悩みなのかをお聞き致しま
す。ご本人様の思いご家族様の思いを大切にしながら、介護保険サービス
や札幌市内における社会資源等の情、報提供をさせていただきます。地
域の中で人と人とのつながりを確立し、皆様が住み慣れた地域で明るく
元気に過ごして頂けるよう、ご支援させて頂きたいと考えております。

ご要望、様々な事情があると思いますがまずは気軽にご相談下さい。
（秘密は厳守致します。知りえた情報の漏洩はございませんので、ご安心下さい。）

介護保険サービスをご利用される場合、まずは要介護・要支援認定を受ける必要があり
ます。市町村に申請するのですがご本人、ご家族、または、居宅介護支援事業所、介護
保険施設へ代わりに行ってもらう事も可能です。（申請の手続き料金は無料）

市町村の担当職員若しくは市町村より委託を受けたケアマネージャーがご自宅へ訪問
し、心身の状態や医療に関する事をご本人とご家族へ聞き取り調査します。

認定調査の内容と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する要
介護認定審査会にて審査・判定を行います。

市町村より認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険証がご自宅へ届きます。
要支援1～2・要介護1～5と認定された場合は介護保険のサービスの利用ができます。

※非該当（自立）と結果が出た場合は介護保険によるサービスは利用できませんが、市
町村が行う保健・福祉サービスや介護保険外で民間事業者が行っているサービスな
どを利用できる場合があります。


